
予防技術資格者の認定を行いました 
 

令和３年３月４日、当本部会議室にて「予防技術資格者」の認定式を行いま

した。この資格は、建築物の大規模化・複雑化等に伴い、より高度化・専門化

する火災予防業務に関しての高い知識と技術を有する者に対し、試験合格後に

一定の経験を積むことで認定される資格です。 

今年度は１７名が認定され、新たに導入した標示章が全ての認定者４８名に

付与されました。今後も住民の皆様の安心・安全のため、火災予防の推進強化

を図ります。 

 

【標示章】 


